デジタル人材育成支援補助金
応募要件の確認書
記入日：令和　　年　　月　　日
申請者　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
記入者（所属・役職・氏名）： 　　　　　　　　　　　　　　　

■　事業所等に関する確認項目
　　山口県内に主たる事務所を有しない企業にあっては、以下に該当するものがあれば記入してください。
・　山口県内にある事務所、工場等
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■　中小企業者に係る確認項目
・　主たる事業として営んでいる業種（以下中小企業者の範囲参照）　　　　　　　　
　　※ 対象業種等については、次頁をご確認ください。
・　資本金の額又は出資の総額　　　　　　　　円
・　常時使用する従業員数　　　　　　　　　 人

（参考）中小企業者の範囲（中小企業等経営強化法）
	主たる事業として営んでいる業種
	資本金の額
又は出資の総額
	常時使用する
従業員の数

	製造業、建設業、運輸業及びその他の業種
	３億円以下
	300人以下

	卸売業
	１憶円以下
	100人以下

	サービス業
	5,000万円以下
	100人以下

	小売業
	5,000万円以下
	50人以下

	ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）
	3億円以下
	900人以下

	ソフトウェア業、情報処理サービス業
	3億円以下
	300人以下

	旅館業
	5,000万円以下
	200人以下


※「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」は、いずれかを満たせば
要件に該当します。
■　申請企業の業種確認
　　以下の表から該当する業種の該当欄に✔をしてください。
	大分類
	中分類
	該当✔

	D
	建設業
	－
	

	E
	製造業
	09：食料品製造業
	

	
	
	12：木材・木製品製造業（家具を除く）
	

	
	
	14：パルプ・紙・紙加工品製造業
	

	
	
	16：化学工業
	

	
	
	17：石油製品・石炭製品製造業
	

	
	
	18：プラスチック製品製造業
	

	
	
	19：ゴム製品製造業
	

	
	
	21：窯業・土石製品製造業
	

	
	
	22：鉄鋼業
	

	
	
	23：非鉄金属製造業
	

	
	
	24：金属製品製造業
	

	
	
	26：生産用機械器具製造業
	

	
	
	27：業務用機械器具製造業
	

	
	
	28：電子部品・デバイス・電子回路製造業
	

	
	
	29：電気機械器具製造業
	

	
	
	31：輸送用機械器具製造業
	

	H
	運輸業，郵便業
	鉄道業，道路旅客運送業，道路貨物運送業，水運業，航空運輸業，倉庫業，運輸に附帯するサービス業，郵便業（信書便事業を含む）
	

	I
	卸売業，小売業
	－
	

	L
	学術研究，専門・技術サービス業
	学術・開発研究機関，専門サービス業（他に分類されないもの），広告業，技術サービス業（他に分類されないもの）
	

	M
	宿泊業，飲食サービス業
	－
	

	N
	生活関連サービス業，娯楽業
	－
	

	P
	医療，福祉
	医療業，保健衛生，社会保険・社会福祉・介護事業
	

	R
	サービス業（他に分類されないもの）
	廃棄物処理業，自動車整備業，機械等修理業，職業紹介・労働者派遣業，その他の事業サービス業，政治・経済・文化団体、宗教，その他のサービス業，外国公務
	



■　申請内容の確認
	申請内容　要件
	確認✔

	交付要綱 別記１に該当する事業者である。
	

	受講予定の研修について、国、地方公共団体その他公的団体で（公財）やまぐち産業振興財団以外の者からの類似の補助金等の交付又は経費の負担を受けていない。
	

	受講予定の研修は、交付要綱別記３，４の要件に該当する内容である。
	

	受講時間が１日３時間以上のものである。
	

	（公財）やまぐち産業振興財団が実施する研修ではない。
	

	研修の受講や、研修主催者への受講料等の経費の支払いは、（公財）やまぐち産業振興財団の交付決定日以降に行うものである。
	





